
資料１

AI活用型オンデマンド交通（きりしまMワゴン）の実証運行について

令和5年10月17日



１

令和5年３月に策定した霧島市地域公共交通計画に、「AIを活用したオンデマンドバスの運行」を明記。

１ きりしまMワゴンと「霧島市地域公共交通計画」との関連性

霧島市地域公共交通計画（令和５年３月策定）抜粋



１ きりしまMワゴンと「霧島市地域公共交通計画」との関連性

既存の交通モード（ふれあいバス・市
街地循環バス）の見直し

乗継の推進による相乗効果の実現

主要交通拠点の有効活用
二次アクセスの充実

スポンサー制度の導入

ノア・ウェルジョインHVによる運行

GTFSの活用による他交通モードとの
シームレスな連携（MaaS）を促進

企業等と連携した外出促進
に資するイベントの開催

 

基本理念 施策 事 業 

ま
も
り
・
つ
な
ぎ
・
育
て
る
、
地
域
に
根
ざ
し
た
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
の
構
築 

▶ 

１ バス交通の

見直しによる

利便性向上の

推進 

▶ 

① ふれあいバスの運行の見直し 

② 市街地循環バスの運行の見直し 

③ 交通モード間の乗継の推進 

④ 路線バスの維持・確保と利用実態に見合った運行への見直し 

⑤ 新たな拠点整備等に合わせた路線整備 

⑥ 空港や鉄道を拠点とした周遊ネットワークの強化 

２ 交通空間・運

行環境の整備 
▶ 

① 隼人駅周辺の交通空間・道路整備の推進 

② 国分駅の有効活用の推進 

③ 霧島神宮駅のバリアフリー化の調査・検討 

④ スマートインターチェンジを活用したアクセス向上 

⑤ バス待ち環境の改善 

３ 新たな移動

手段の導入や

環境性能の高

い小型車両の

導入 

▶ 

① AIを活用したオンデマンドバスの運行 

② 環境に配慮した小型車両の導入 

③ EVバスの導入に関する調査・検討 

４ 情報発信・利

用案内の強化 
▶ 

① バスマップ（紙媒体）の更新や「私の時刻表」の作成支援 

② デジタルを活用した情報提供の強化 

③ 鉄道在来線の利用促進 

５ 地域公共交

通を「創り、守

り、育てる」機

運の醸成 

▶ 

① 各種団体と連携したモビリティ・マネジメントの実施 

② 地域座談会の開催を通じた運行ニーズの把握 

６ 持続可能な

地域公共交通

の構築 

▶ 

① ふれあいバス等の運賃の見直し 

② 運転免許返納者をはじめとする高齢者等の利用促進 

③ 協賛制度の構築 

④ バス・タクシー運転手の確保 

⑤ 多様な交通サービスとの連携 

⑥ 推進体制の強化・人材育成 

 

２

霧島市地域公共交通施策体系 きりしまMワゴンとの関連性



ポイント２

民間事業者等
との協働による

持続可能な地域公共
交通の構築

・ 事業者の経営努力や市の公費負担で地域公共交通
を支える仕組みは限界にきている
・ 地域や企業等の多様な主体の参画を得て、地域戦
略の一環として、持続可能な地域公共交通を構築する

① デジタル田園都市国家構想交付金
（内閣府）の活用（補助率1／2）
② トヨタカローラ鹿児島㈱と「持続可能な地域
公共交通の構築に関する連携協定」を締結。

③ トヨタカローラ鹿児島㈱、㈱トヨタ車体研
究所による、車両の無償提供
④ スポンサー制度の導入

課 題 基本方針

ポイント３

地域公共交通の
質や魅力の向上

による新規利用者層
の取り込み

・ 高齢者の免許返納者数は年々増加
・ 若年層には「運行自体を知らない」、「乗ったことが
ない」といった声もあるなど、公共交通が移動の選択
肢の一つになっていない状況
・ 幅広い利用者にとって“移動の選択肢の一つ”とな
るよう、公共交通の「質」・「魅力」の向上が必要

① 電話又はウェブによる予約
② 「きりしまMワゴンアプリ」の構築
③ 多様なニーズに応じた決済手段（クレジット
カード、コード決済、交通系ICカード）の導入
④ きりしまMワゴンロゴを広告媒体に活用
（車両ラッピング、ポスター、チラシ、アプリ）

⑤ 医療機関、商業施設、大学敷地内に停留所
を設置

ポイント１

「必要性」・「他地域へ
の拡張可能性」

を踏まえた戦略的な
運行エリアの選定

・ 中心市街地における慢性的な交通渋滞
・ 住宅密集地における狭隘な道路事情
・ 国分駅西口の有効活用
・ 運転手不足に伴う、地域間幹線系統路線バスの減
便・廃止

中心市街地（国分・隼人地域の一部）で運行

・ 市内タクシー事業者に運行を委託。本業（乗用）への
影響を抑制し、ドライバーへの負担軽減を図る
・ 広域交通ネットワーク（路線バス・JR）との接続
・ ODデータや利用者評価の把握による運行改善

① タクシーとの差別化に配慮した
乗合の推進、運行時間帯の設定、停留所の設置
② GTFSの活用による他交通モードとのシー
ムレスな連携（MaaS）
③ 紙媒体、アンケートツールにより満足度等を
把握し、適宜、運行計画の見直しを行う

ポイント４

「タクシーとの差別
化」、「乗継による相
乗効果」、「事業評価
によるサービス改善」

２ きりしまMワゴン運行の基本方針

溝辺北部（旧横川町境エリアを含む。）で運行

P5

P7.8

P6

P9.10

P11

３

・ 中山間地域におけるふれあいバス利用者の減少
・ 中山間地域で導入しているデマンド交通（乗合タク
シー）の１台当たり平均乗合人数は約1.2人であり、乗
合を推進する必要がある。
・ 中山間地域における買物弱者対策



○ 令和5年11月20日（月）から、道路運送法第21条第2項の実証運行を開始する。
○ 実証運行の課題を踏まえ、適宜、運行計画を見直しの上、本年度中に道路運送法第４条の本格運行に
移行する予定。

①中心市街地エリア ②溝辺エリア

運行曜日 週４回（火・水・金・土）
祝日運行。12/29～1/3運休

週２回（月・木）
祝日運行。12/29～1/3運休

運行時間 8：30～1６：30 8：30～17：30

運行区域面積 約8.7㎢ 約21.4㎢

運賃 中学生以上：200円
小学生、障害者、付添人：100円

未就学児：無料

同左

利用対象者 事前登録を行った方（小学生以上） 同左

運行車両台数 ２台 １台

停留所 ・ 公共施設、商業施設、医療機関等の敷地内
・ ゴミステーションを停留所として活用

・ 公共施設、商業施設、医療機関等の敷地内
・ ゴミステーションを停留所として活用
・ 運行を廃止したふれあいバスのバス停等を
停留所として活用

停留所数 約100箇所 約70箇所

運行事業者 有限会社 中村タクシー
旭交通 株式会社

有限会社 中村タクシー

既存交通モードの
運行

＜令和５年4月～＞
市街地循環バス（内回り線）を３割程度減便
＜令和５年10月～＞
地域間幹線系統（鹿児島中央駅～隼人駅・
日当山・医療センター～重久車庫）の廃止
※「鹿児島中央駅～自衛隊・国分～重久車
庫」平均運行回数2.1回増（6.5回→8.6回）

＜令和５年11月20日～＞
竹子・三縄・横川線（溝辺ふれあいバス）で、き
りしまMワゴンと運行区域が重複する区間を
廃止（議案第２号関係）。

４２ きりしまMワゴン運行の基本方針



３ 「必要性」・「他地域への拡張可能性」を踏まえた戦略的な運行エリアの選定 ポイント１

○ 県道471号沿線には多数の商業施設
や医療機関が立地され、 特に、霧島整形外
科や高倉眼科への移動ニーズが高い。

○ 最寄のバス停は「ソニー国分」又は「国
分中央公園」。当該バス停から医療機関ま
での距離は長く、複数回、TSUTAYA付近
へのバス停設置の要望がなされているが、

公安協議の結果、設置は困難とされている。

○ JR発着時間帯の一般車両の乗入れにより、国分駅ロータリー内
は大変混雑し、路線バスの運行に多大な支障を来たしている。
○ 国分駅西口は、通路用シェルター、ベンチ
が整備されているが、有効な活用が図られて
いない。

道路事情（片側一車線）に起因し、慢性的な交通渋滞が発生。市街
地循環バス（内回り線、外回り線）は、時間帯によっては、大幅な遅
延（30分以上）が発生している。

市街地循環バス（平日１日24便）が医師会医療センターに乗入れ。

交通空白地かつ住宅密集地（天降川小学校・しらさぎ橋周辺）

交通空白地かつ商業施設集積地
（ハンズマン国分、コープ国分他）

令和５年９月末をもって、地域間幹線系統（鹿児島中央駅～隼人
駅・日当山・医療センター～重久車庫）は廃止。

①中心市街地

５



３ 「必要性」・「他地域への拡張可能性」を踏まえた戦略的な運行エリアの選定 ポイント１

溝辺地域

溝辺ふれあいバス

①麓線 ②竹子・三縄・横川線 ③隼人駅～溝辺線

運行曜日 月・木 水・金 月・木・金

一日当たり
の運行回数

３回（循環型） ３回（循環型） ３回（往復型）

一便あたり
利用者数

2.8人 1.5人 1.8人

系統の性格 ●地域内を循環運行
●空港接続あり
●馬立停留所で
「③隼人駅～溝辺線」
に乗換可能

●地域内を循環運行
●溝辺地域と横川地
域を結ぶ幹線として
の役割も担っている。

●往復運行
●空港接続あり
●溝辺地域と隼人
駅を結ぶ幹線として
の役割も担ってい
る。

きりしまＭ
ワゴン運行
開始後の方
向性

継続 運行が重複する区間
を廃止

継続

○ 溝辺北部地区で運行を開始する。運行エリアには、旧溝辺町と旧横川町の町境も含まれ
るため、横川地域住民の利用も見込まれる。運行開始に伴い、「竹子・三縄・横川線」（溝辺ふ
れあいバス）の一部区間の運行を廃止する。
○ きりしまMワゴンの運行曜日を既存ふれあいバス（麓線、隼人駅～溝辺線）と同日（月・
木）に設定することにより、両交通モード間の乗継ぎを推進する。

②溝辺地域

６



４ 民間事業者等との協働による持続可能な地域公共交通の構築 ポイント２

○ 令和５年７月27日に、トヨタカローラ鹿児島株式会社と
「持続可能な地域公共交通の構築に関する連携協定」を締結。

＜目的＞
ＡＩを活用したオンデマンド交通の運行等を通じて、地域住民の
移動の利便性向上や持続可能な地域公共交通の実現を図ると
ともに、地域の活性化に資することを目的とする。

＜連携事項＞
①地域公共交通のＤＸ推進に関すること
②外出機会の創出による地域活性化に関すること
③スポンサー制度の構築に関すること

○ トヨタカローラ鹿児島株式会社と株式会社トヨタ車体研究所が、車両２台を提供。式会社による

７

新型ノアウェルジョインHV



○ 利用者からの運賃収入だけでなく、利用者が行きたいと思う施設や店舗などを「エリアスポンサー」と
して募り、そのスポンサー収入を運営費に充てる「スポンサー制度」を導入。
○ スポンサー会員プラン及び特典は下表のとおり。

式会社によるプラン名称
月額料金
（税抜）

特典

プラチナ 50,000

①スポンサー停留所の設置
②車両外部に社名広告を掲示※
（車両三面（バックドア、ドア（左右））

③車内への企業広告チラシ設置
④きりしまMワゴン専用ウェブサイトへ
の企業広告掲載

ゴールド 20,000

①スポンサー停留所の設置
②車両外部に社名広告を掲示※
（ドア（左右両面））
③きりしまMワゴン専用ウェブサイトへ
の企業広告掲載

シルバー 10,000
①スポンサー停留所の設置
②車両外部に社名広告を掲示※
（ドア（片面））

ブロンズ 5,000 ①スポンサー停留所の設置

ホワイト 3,000

クリスタル
（FC事業者）

1～5店舗まで
3,000／１店舗
6～10店舗まで
2,500／１店舗

①スポンサー停留所の設置

A医院 B薬局

停留所の目印

車両への社名広告

車両デジタルサイネージ

ポイント２４ 民間事業者等との協働による持続可能な地域公共交通の構築 ８



ポイント３５ 地域公共交通の質や魅力の向上による新規利用者層の取り込み

○ 予約方法は、電話（コールセンター）又はウェブ（スマホ）。
○ 予約は、運行時間の30分前まで可能。ウェブ予約は、24時間365日可能。

９

インターネット予約



ポイント３

○ きりしまMワゴンアプリの導入

・乗車予約
・会員登録
・運行カレンダー
・運行のお知らせ
・スポンサー企業の紹介
・運行マップ
・スタンプカード（30回乗車で特典あり）
・クーポン付与

○ キャッシュレス決済の導入

☑クレジットカード（VISA、マスターカード、JCB）
☑電子マネー（交通系ICカード、WAON）
☑コード支払い（PayPay）

○ きりしまMワゴンロゴを各種広告媒体（車両ラッピング、ポスター、アプリ）に活用。

５ 地域公共交通の質や魅力の向上による新規利用者層の取り込み 10



ポイント４

○ タクシーとの差別化
☑ 運行時間は、中心市街地が8：30～16：30、溝辺地域が8：30～17：30とし、夜間帯は運行しない。
☑ 停留所は、原則、公共施設、ゴミステーション、スポンサー敷地内（商業施設、医療機関）。ゴミステー

ション間の間隔は、概ね300メートル以上を確保することとし、「便利すぎない」よう配慮する。
☑ 先進自治体担当者の話によると、AI活用型オンデマンド交通を“タクシー”と勘違いされている利用

者が多いことから、“乗合運行”であることを、各種広報媒体で強調する。

8：30～17：30
○ GTFSの活用による他交通モードとのシームレスな連携を促進

○ 紙媒体、アンケートツールにより満足度等を把握し、適宜、運行計画の見直しを行う。

６ 「タクシーとの差別化」、「乗継による相乗効果」、「事業評価によるサービス改善」

☑ 令和５年８月から、市街地循環バス、妙見路線バス

にバスロケーションシステムを導入。きりしまMワゴ
ンと相互にGTFS連携を行うことにより、公共交通
データを可視化。
※ GTFS（General Transit Feed Specification）：標
準的なバス情報フォーマット。路線検索以外にも、情報提供
サービスや各種交通分析にも有用な統一標準規格

【短期的なPDCA】

毎月のモニタリング

【中期的なPDCA】

計画期間（１年）

11

☑ 定期的に運行タクシー会社と意見交換を行い、運

行の課題を把握する。

☑ システムから出力する各種レポート（停留所別利

用実績、乗合率実績、時間帯別実績等）や利用者アン

ケートを通じて、利用実態や利用者ニーズを評価・分

析する。

☑上記の課題や評価結果を地域公共交通会議に報告

し、適宜、運行の見直しを実施する。



７ スケジュール 12

2023年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年

1月 2月 3月 ４月

A）運行関係

B）停留所の選定

C）地域公共交通
会議の開催・許認可
関係

D）住民向け周知広
報

11/20実証運行開始

【当初分】ゴミステーション、公共施設、公園等の選定

【当初分】スポンサー募集（医療機関、商業施設等）

周知チラシの世帯配付

登録申込み開始

運行計画策定、システム構築、車両調達、各種機材調達

当初分設置

第１回部会

5/31/契約締結

7/27/協定締結

第２回交通会議

11月中旬 出発式

本格運行

第２回部会

第３回交通会議

法21条許可申請

公共施設・商業施設へのポスター掲示

法４条許可申請

【第２次分】ゴミステーション、公共施設、公園等の選定

【第２次分】スポンサー募集（医療機関、商業施設等）

操作説明会
（タクシー会社）

第４回交通会議

運行マップ（紙媒体）に反映

広報きりしま掲載
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